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製菓衛生師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 
 
１ 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者 
２ その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき 
 
なお、公益上、緊急に不利益処分を行う必要があるときは、聴聞の手続を省略することができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対応

区分 
○1  聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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